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歯科技工海外委託問題訴訟弁護団

弁護士 川 上 詩 朗

同原告団

代 表 脇 本 征 男

日頃から歯科技工海外委託問題訴訟についてご理解いただきありがとうご
ざいます。

歯科技工の海外委託問題は，歯科技工士制度の根底を脅かし，ひいては国
民の安全な歯科治療の実現を脅かす深刻な問題です。そこで，私たち歯科技
工士有志８０名は，２００７年６月，歯科技工士制度を維持・充実させ，国
民の安全な歯科治療を実現することを求めて，東京地裁に訴訟を提起しまし
た。２００８年９月，東京地裁は残念ながら私たちの請求を退けました。し
かし，原告らは直ちに控訴し，現在，東京高裁で審理されています。

本年４月１５日の第３回弁論で，裁判長は進行協議を設けることを提案し，
和解による解決が可能か検討することになりました。

私たちは，裁判所での協議の中で，歯科技工の海外委託問題の解決のため
に，歯科技工海外委託問題を検討する機関を設置することを検討するように
国に呼びかけています。この機関の構成メンバーには，厚生労働省はもちろ
ん，日本歯科医師会や日本歯科技工士会など歯科医療関係者や，国民の視点
からこの問題を検討するために消費者団体関係者等の参加を求めています。
原告団及び原告弁護団の中からもメンバーを選出してもらいたいとの要望も
述べております。この機関では，歯科技工の海外委託問題について，新たな
法的整備も含めて多角的観点から検討することが望ましいと考えています。

歯科技工の海外委託問題については，国はこれまで実態調査すら行ってき
ませんでした。ところが，私たちの提訴後，厚生労働省はこの問題の研究班
を設け，調査研究を進めてきました。本年４月，その調査結果は「歯科補綴
物の多国間流通に関する調査研究」と題する報告書にまとめられ公表されま
した。公表された調査報告書にも，すでにいくつかも問題点が指摘されてい
ます。

なお，厚生労働省の上記実態調査は，あくまでも「歯科補綴物の多国間流
通」に関するものです。上記調査テーマに照らせば，歯科技工の海外委託に
よる影響を受けている歯科技工士の実態は，調査の対象外であると思われま
す。その点で，厚生労働省の実態調査は極めて不十分です。平成１７年通達
の実効性や，海外委託の歯科技工士への影響等の調査が必要であると思われ
ます。
歯科技工の海外委託問題に関してはこれまでも様々な問題点が指摘されて

きました。ところが，これまで，この問題について関係者による協議の場す
ら設けられてきませんでした。そこで，私たちは，歯科技工の海外委託問題



の解決のために，機関を設置することを検討するよう国に呼びかけるととも
に，その機関の構成が偏ることがないようにするために，消費者団体等から
の参加者や，原告団等からの参加も確保するように裁判所に要望をだしてお
ります。

また，前回の裁判所での進行協議後，訴訟外で，各党の国会議員の先生ら
と協議を重ねてきました。各先生らにおいても積極的に行動していただいて
おります。その結果，現時点での厚生労働省の基本的な考え方が明らかにな
ってきました。
厚生労働省は，歯科技工の海外委託の安全性についてほぼ問題はないと述

べています。そのうえで，海外の技工業界は近代化が進んでいるのに対して，
日本の技工業界は一人ラボが多く近代化が進んでいないとして，これを機に
日本でも近代化が進むことを期待する旨述べています。これは，海外委託に
関して引き続き何の対策もとらず，むしろ放置することで，日本国内の一人
ラボが淘汰されるのを期待していることにほかなりません。これでは，歯科
技工士制度は維持するとはいうものの，歯科技工士業界で多くを占める一人
ラボをつぶし，歯科技工士制度そのものを崩壊させることを目論んでいると
言っても過言ではありません。

これまで国民の安全な歯科治療のために重要な役割を果たしてきた歯科技
工士制度を形骸化させるのかそれを阻止するのか，まさにいまその闘いの正
念場にあります。この問題について業界団体として明確な姿勢を示すことが
いま求められていると思われます。

私たちは，訴訟において，国に対して，歯科技工の海外委託問題を協議す
る機関を設けるよう要請しています。また，国会議員も訴訟外で同様の働き
かけを行っています。厚生労働省も国会議員に対して，業界団体から海外委
託問題について正式な申し入れがあれば協議を行う姿勢も示していると言わ
れています。
そのような状況下で，貴会が訴訟とは別に，主体的立場から，同様の申し

入れを行うならば，何の対応も予定していない厚生労働省の姿勢を改めさせ，
検討機関を設置し，歯科技工海外委託問題の解決に向けて一歩前進させるこ
とが大いに期待できます。訴訟の場で裁判所が積極的に解決に向けて努力し，
国会議員の先生らも働きかけをしている今こそ，利害関係を有する貴会が業
界を代表して意見を述べる最も良い機会であるといえます。

私たちは，貴会に対し，私たちの裁判の現在の局面を正確に理解していた
だくとともに，訴訟とは別に，貴会が主体的に，以下の行動をとることを要
請致します。

１ 厚生労働省に対して，歯科技工の海外委託問題を解決するために，医療
関係者，有識者，消費者団体等の関係者からなる検討機関を設けるよう
要請すること。

１ 本件について貴会と弁護団及び原告団との協議の場を設けていただきた
いこと。

なお，お手数をおかけしますが，上記要請に対して５月８日までにご回答を頂きたくお願い申しあげます。


